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国 税 7月分源泉所得Blの納付     8月 10日

国 税 6月決算法人の確定申告(法人税 消費税等)

8月 31日

8月 31日税

税

国
　
国

12月 決算法人の中間申告

9月 12月 3月 決算法人の消費31●|の 中間

申告 (年3回の場合 ) 8月 31日

国 税 個人事業者の消■税等の中間申告 8月 31日

地方税 個人事業税第1期分の

"付都道府県の条例て定める日

地方税 個人住民税第2期分の納付

市ll村の条例で定める日

山の日 本年から8月 11日 が、「山に漑じむ機会を得て、山の思忠に感謝する| とし

て|"民 の祝H「 山の lJに なり これにより、祝 IIの 年111数 は16Hと なりました。ロ

の 1の■日化への動きは国際山岳年である平成11年 頃から始まり 平成261:5,,に議員

立法により山の 11を II11と する法案が成●しました.
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一十
八
年
度
税
制
改
正
で
創
設
さ
れ

法
人
関
係
の
減
税
措

平
成

二
Ｆ
八
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
法
人
関
係

の
減
税
措
置
と
し
て

新
た
に
設
け
ら
れ
た
制
度
が
あ
り
ま

す
。今

回
は
、
創
設
さ
れ
た
制
度

の
ポ

イ
ン
ト
を
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
整
理
し
て

み
ま
す
。

１
　
機
械
及
び
襲
〓
の
固
定
資
壼
税

の
特
”
措
置
の
制
餞

（制
度
創
設
の
建
旨
）

０
，
中
小
企
業
等
が
新
し

い
機
械
及

び
装
置
を
取
得
し
た
場
合
、
同
定
資

産
税

の
優
過
措
置
が
受
け
ら
れ
る
制

度
が
創
設
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
創

設
理
由
を
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ
‐
固
定
資
産
税
を
国
際
比
弦
す
る

と
、
海
外
で
は
機
械
装
置

の
償
却
資

産
に
課
税
し
て
い
る
日
は
少
な
く
、

課
税
し
て
い
る
国

の
中
で
も
、
廃
止

す
る
動
き
が
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、

企
業
と
し
て
は
設
備
投
資

コ
ス
ト
の

上
乗
せ
と
な
り
、
国
内
投
資

の
阻
害

要
因
の

一
つ
と
な

つ
て
い
る
こ
と
に

※
　
な
お
，
＝
定
資
産
税
は
市
町
村

財
政
を
支
え
る
安
定
し
た
基
幹
税

で
あ
る
こ
と
に
舞
み
、
償
却
資
産

に
対
す
る
固
定
資
産
税

の
制
度
は

堅
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
　
対
象
者

次
の
要
作
を
満
た
す
中
小
企
業
者

等
が
特
例
措
置
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

１
　
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金

の
額

が
　
億
円
以
ド
の
法
人

２
・　
資
本
若
し
く
は

，Ｉｌ
資
を
有
し
な

い
法
人
の
場
合
、
常
時
使
用
す
る

従
業
員

の
数
が
　
千
人
以
下
の
法

人
・ｏ
　
常
時
使
用
す
る
従
来
員
の
数
が

千
人
以
ド
の
＝
人

口
　
対
象
機
械
　
装
置

認
定
経
常
力
向
Ｌ
計
画
に
来
づ
き

取
得
す
る
新
規
の
機
械
及
び
装
置
で
、

次

の
―
か
ら
“
ま
で
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も

の

新^
品
）

１
　
販
売
開
始
か
ら

¨
０
年
以
内

の

も

の

０
一　
旧
モ
デ
ル
比
で
生
産
性

（単
位

時
間
当
た
り
の
生
産
量
、
精
度
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
等
）
が
、
年
平

均

一
％
以
Ｌ
向
に
す
る
も
の

３
　
　
台
又
は
　
基
の
取
得
価
格
が

六
０
万
円
以
上
の
も

の

（適
用
時
期
）

０
３
適
用
時
期
は
、　
い
つ
か
ら
と
な

り
ま
す
か
。

Ａ
，
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

の
施

行
日
か
ら
平
成

―
卜

一
年
‥
月
‥
ト

＝
ま
で
に
取
得
し
た
も

の
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
ま
す

（図
表
１
参
照
）
。

Ⅱ
　
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
“
設

（制
度
創
設
の
趣
旨
）

０
４
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

の

創
設
の
趣
旨
を
教
え
て
ド
さ

い
。

Ａ
４

日
本
は
世
界
に
先
駆
け
て

「
人

口
減
少
　
超
高
齢
化
社
会
」
を
迎
え

て
お
り
、
「
人
口
減
少
が
地
域
経
済

の
縮
小
を
呼
び
、
地
域
経
済
の
縮
小

が
人
口
減
少
を
加
速
さ
せ
る
」
と

い

う
悪
術
環
の
連
銀
に
陥
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
地
域
経
済

の
活
性
化

●
●
●
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
１
１
●

加
え
、
赤
字
法
人
も
課
税
対
象
と
さ

れ
て
い
る
固
定
資
産
税
を
軽
減
す
る

こ
と
で
、
赤
字
比
率

の
高

い
中
小
企

業
に
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
中
小
企
業
に
よ
る
設
備

投
資

の
促
進
を
回
る
た
め
、
固
定
資

産
税
で
初
め
て
設
備
投
資
減
税
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。

（制
度
の
内
容
）

０
２

Ｈ
定
資
産
機

の
特
例
措
置

の
内

容
を
具
体
的
に
説
明
し
て
下
さ

い
。

Ａ
２
制
度
の
内
容
は
、
次

の
と
お
り

で
す
。

ｍ
　
概
要

中
小
企
業
者
等
が
、
本
年
五
月
に

成
立
し
た
中
小
企
業
等
経
常
強
化
法

に
規
定
す
る
認
定
経
常
方
向
Ｌ
計
画

に
記
載
さ
れ
た
経
常
力
向
Ｌ
設
備
の

う
ち
、
　

定

の
機
械
及
び
装
置
を
新

た
に
取
得
し
た
場
合
、
機
械
等

の
日

定
資
産
税

の
課
税
標
準
を
最
初

の
三

年
間
三
分
の

一

■^
撤
）
と
す
る
時
限

的
な
特
例
＝
障
が
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。

）
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が
急
務
と
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

図
表
２
の
よ
う
に
、
「
地
方
版
総
合
載

略
」
に
位
置
付
け
ら
れ
た
、
地
方
公

共
団
体
が
行
う
地
方
創
生
を
推
進
す

る
上
で
効
果
の
高

い
事
業
と
し
て
、

内
閣
府
が
認
定
し
た
事
業
に
対
し
て

（

企
業
が
行
う

一
０
万
円
か
ら
の
寄
附

に

つ
い
て
、
従
来
の
損
金
算
人
措
置

に
加
え
、
法
人
事
業
税
等
か
ら
税
額

控
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
創

生
応
援
税
制

（企
業
版
ふ
る
さ
と
納

税
）
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

ヘ

（制
度
の
内
容
）

Ｏ
ｏ
制
度
の
内
容
を
説
明
し
て
下
さ

い
。

Ａ
ｓ
青
色
中
告
書
を
提
出
す
る
法
人

が
、
地
方
公
共
同
体
が
行
う
、
ま
ち

ひ
と

。
し
ご
と
創
生
事
業
に
関
連
す

る
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
、
従

来
の
損
金
算
入
措
置

（地
方
公
共
同

体
に
対
す
る
寄
附
金
の
損
金
算
入
）

に
加
え
て
、
●
法
人
事
業
税
額
か
ら

寄
附
金
額
の

一
〇
％
、
●
法
人
住
民

税
額
か
ら
寄
附
金
額
の
一
〇
％
、
●

寄
附
金
額

の
二
０
％
の
う
ち
法
人
住

民
税
額
か
ら
控
除
し
さ
れ
な
か

っ
た

金
額
と
そ
の
支
出
し
た
寄
附
金
額
の

Ｏ
％
の
う
ち

い
ず
れ
か
少
な

い
金

額
の
法
人
税
額
控
除
が
で
き
ま
す
。

各
種
控
除
額
は
、
当
期
の
法
人
事

業
税
額
の
二
〇
％

（平
成
二
十
九
年

度
以
降
は

一
五
％
）
、
道
府
県
民
税

法
人
税
割
額
の
二
０
％
、
市
町
村
民

税
法
人
税
割
額

の
二
０
％
、
法
人
税

額
の
五
％
が
上
限
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
地
方
交
付
税
の
不
交
付
回

体
で
、
三
人
都
市
日
の
中
心
部
に
あ

る
地
方
公
共
川
体
は
、
こ
の
制
度
の

対
象
外
で
す
。
ま
た
、
企
業
の
本
店

な
ど
主
た
る
事
務
所

の
あ
る
地
方
公

共
団
体

へ
の
寄
附
も
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

（適
用
時
期
）

０
‘
適
用
時
期
は
い
つ
か
ら
で
す
か
。

Ａ
ｏ
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
＝
か

ら
平
成
三
卜
二
年
二
月
三
卜

一
日
ま

で
の
間
の
寄
附
金

の
支
出
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
ま
す
。

図表 1 固定資産Blの特例措置の適用イメージ

H28年度  H29年度  H30年度  H31年度  H32年度  H03年度
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")平
成28年に新たに取得した設●は 平成29年 1月 1日時点に所有する■ことして

申會され 平成29 ∞ 31年度の3年同固定責産性が軽減されることになります,

図表 2 企業版ふるさと訥Bl制度のイメージ
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卜正,1題 は、同社の自動車販売台数のお り

iう ttt51富な観釈y露懇∴
 |

:し 、ご挨拶 といたします。
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医療費控除
眼科医に支払う治療費等

①レーシック手術の費用

レーシック手術は、角膜にレーザーを

照射して近視や乱視などを治療し 視カ

を矯正する手術で、眼の機能それ自体を

医学的な方法で正常な状態に回復させる

ものです。それに係る費用は 医師の診

療又は治療の対価に該当し、医療費控除

の対象となります。

②オルツケラトロジー治療の費用

オルツケラトロジー治療の費用は、角

膜を嬌正して視力を回復させる治療の対

価として支払われるものであり、医師に

よる診療又は治療の対価に該当し、医療

費控除の対象となります。

↓

③眼鏡やコンタクトレンズの購入費用

近視や遠視などのために日常生活の必

要上購入するl艮鏡やコンタクトレンズの

購入費用等は、視力を回復させる治療の

対価に該当しませんので、医療費控除の

対象となりません。

不
動
産
所
得
が
赤
字
の
と
き
の
損
益
通
算

不
動
産
所
得
の
金
額
は
、
そ
の
年

中
の
不
動
産
所
得
に
係
る
総
収
入
金

額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引

い
て
計

算
し
ま
す
。
こ
の
結
果
、
不
動
産
所

得
の
損
失
（赤
字
）
が
あ
る
と
き
は

他
の
所
得

（黒
字
）
と
差
引
計
算

（損

益
通
算
）
を
行

い
ま
す
。

し
か
し
、
不
動
産
所
得
の
損
失
の

う
ち
、
次
の
①
～
０
の
損
失
の
金
額

は
、
そ
の
損
失
が
生
じ
な
か
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
、
損
益
通
算
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

①
　
別
荘
等
の
よ
う
に
生
活
に
通
常

必
要
で
な
い
資
産
の
貸
付
け
に
係

る
も
の

②
　
土
地
等
を
取
得
す
る
た
め
に
要

し
た
負
債
の
利
子
に
相
当
す
る
部

分
の
金
額
で

一
定
の
も
の

〇

　
一
定
の
組
合
契
約
に
基
づ
い
て

営
ま
れ
る
事
業
か
ら
生
じ
た
も
の

で
、
そ
の
組
合
の
特
定
組
合
員
に

係
る
も
の
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